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�愛媛県告示第９３９号
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１２

条第２項の規定により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

令和４年９月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９４０号
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第９条第１項の規定により、

次のとおり建築士の免許を取り消した。

令和４年９月６日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第９４１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和４年９月６日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和４年８月２９日

３ 指定道路の位置

四国中央市妻鳥町字案内１３８５番の一部、１３８５番地先水路、１４０３

番１の一部及び１４０３番１地先道

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 １００．８９メートル

� 幅員 ６．００メートル

�愛媛県告示第９３８号
社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）附則第１１条第２項の規定により、次のとおり登録研修機関の登録をした。

令和４年９月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
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登録を受けた者
かくたん

喀痰吸引等研修の業務を行う事業所
登録年月日

かくたん

喀痰吸引等研修の課程
名 称 住 所 名 称 所 在 地

ＨＡＰＰＹ＆ＳＭＩＬ
Ｅ株式会社

東京都大田区北馬込２
－３０－１１

ＨＡＰＰＹ＆ＳＭＩＬ
Ｅ ＣＯＬＬＥＧＥ

東京都大田区北馬込２
－３０－１１ 令和４年８月２６日

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭
和６２年厚生省令第４９号）別表第２第１号の
基本研修及び同表第２号の実地研修

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和１０
年９月
１日

愛媛県
第１２７７
号

魚かす
粉末

魚かす
肥料

窒素全
量７．５
りん酸
全量
７．５

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

金谷 和佳
愛媛県宇和島市
住吉町１丁目５
番３０号

令和７
年９月
５日

愛媛県
第１２６７
号

魚廃物
加工肥
料

遊子漁
協魚廃
物加工
肥料

窒素全
量４．５
りん酸
全量
４．６

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

愛媛県漁業協同
組合
愛媛県松山市二
番町四丁目６番
地２

免許の
取 消
年月日

免許の取消しを受けた建築士 免 許 の
取消しの
理 由氏 名 二級建築士又は

木造建築士の別 登録番号

令和４年
５月２６日 佐々木 琢磨 二級建築士 愛媛県知事登録

第４３６４号 死亡による

毎週（火・金）曜日発行 第３３９号 令和４年９月６日

令和４年９月６日火曜日 第３３９号
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その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年９月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年９月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和三間線

西予市宇和町下川２９８６番２から

同町下川２９９７番まで
旧 ７．０～１５．０ ０．１６７

西予市宇和町下川２９８６番２から

同町下川２９９７番まで
新 １５．５～３４．２ ０．１６７

〃 宇和野村線

西予市宇和町下川９６８番１地先から

同町下川８６４番１地先まで
旧 １２．４～１６．４ ０．１０５

西予市宇和町下川４０番２から

同町下川４７番３まで
新 １２．５～２０．３ ０．１０５

〃 〃

西予市宇和町皆田１３８２番地先から

同町皆田１３１５番地先まで
旧 １７．３～２１．３ ０．１６２

西予市宇和町皆田１３８２番地先から

同町皆田１３１５番地先まで
新 １７．３～２７．０ ０．１６２

〃 〃

西予市宇和町稲生１２２番２地先から

同町稲生１１７番２地先まで
旧 １３．７～１４．３ ０．０６２

西予市宇和町稲生１２１番１から

同町稲生１１７番２まで
新 １３．９～１７．８ ０．０６２

〃 鳥坂宇和線

西予市宇和町明石１２６６番２地先から

同町明石１１３５番２地先まで
旧 ６．０～６．７ ０．０３４

西予市宇和町明石１２６６番２から

同町明石１１３５番２まで
新 １１．２～１２．３ ０．０３４

〃 伊延東多田線

西予市宇和町河内１１８番１地先から

同町東多田８７番１地先まで
旧 ４．１～６．７ ０．２４９

西予市宇和町河内１１７番３から

同町東多田９３番３まで
新 ６．０～１７．０ ０．２４９

〃 宇和高山線

西予市宇和町神領５２９番３地先から

同町神領１３８番地先まで
旧 １２．２～１３．１ ０．０４２

西予市宇和町神領５２９番３地先から

同町神領１３８番地先まで
新 １３．０～１３．６ ０．０４２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和三間線
西予市宇和町下川２９８６番２から

同町下川２９９７番まで
令和４年９月６日

〃 宇和野村線
西予市宇和町下川４０番２から

同町下川４７番３まで
〃

〃 〃
西予市宇和町皆田１３８２番地先から

同町皆田１３１５番地先まで
〃

〃 〃
西予市宇和町稲生１２１番１から

同町稲生１１７番２まで
〃

〃 鳥坂宇和線
西予市宇和町明石１２６６番２から

同町明石１１３５番２まで
〃
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〃 伊延東多田線
西予市宇和町河内１１７番３から

同町東多田９３番３まで
〃

〃 宇和高山線
西予市宇和町神領５２９番３地先から

同町神領１３８番地先まで
〃

令和４年９月６日 発行


